
令和２年度 堺市立図書館「学校支援図書セット」貸出 実施要項 

 

 

１. 趣旨 

小学校児童の読書意欲を喚起するとともに、学校における読書環境の醸成に資するため、「学校

支援図書セット」の貸出について必要な事項を定める。 

 

２. 対象 

市立小学校 

 

３. 内容 

   朝の読書活動や児童の読書推進などで活用できる「低学年用」「中学年用」「高学年用」に分類さ

れた図書を、４０冊を１セットとして貸出を行う。 

     

４. 申込 

（１）「学校支援図書セット貸出申込書」を申込締め切り日までに所在の区の図書館に提出する。 

（２）申込は学校ごとに取りまとめの上、1校につき１通とする。 

（３）申込書には、校舎付近の車の出入り可能な資料の受け渡し場所の地図を添付する。 

（４）申込多数の時は抽選で学校あるいは学級を選択する。 

 

５. 貸出冊数及び貸出期間 

（１）貸出数は、1学級 1セットとする。 

上限は「堺市立図書館資料団体貸出要項」に定める読書用の５００冊を原則とする。 

 （２）貸出期間は下記の期間とする。 

    貸出期間は令和 2年 5月下旬から令和 3年 2月下旬までとする。 

     

６. 搬送 

 （１）貸出及び返却とも、資料の搬送は図書館が行う。 

（２）配送資料の受け渡しは、申込み時に取り決めた所定の場所において、学校の職員が立ち会い確

認を行う。 

 

７. その他 

上記に定めのない事項は、「堺市立図書館資料団体貸出要項」に準じて取り扱う。 


